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桜山森林公園 指定管理者選定要項

桜山森林公園の管理業務を効果的かつ効率的に行うため、次のとおり指定管理者を選定

します。

１ 施設の概要

(1) 名 称

桜山森林公園

(2) 所在地

藤岡市鬼石町

(3) 概 要

① 施設の設置目的及び特徴

開園 平成２年４月１日 面積１５ｈａ

桜山森林公園は、藤岡市が管理するフユザクラで名高い「桜山」の隣接区域に位

置し、その森林がもつすぐれた自然環境を保全するとともに、県民の保健及び

休養に資することを目的に設置され、「桜山」と一体的に管理された緑化木や地

元名産の三波石をふんだんに利用した日本庭園等があります。

② 施設の構成

管理棟（木造平屋建102平方メートル）、トイレ２棟、四阿１棟、遊歩道、倉庫、

日本庭園（池を含む）、見本庭園、芝生広場

２ 施設の管理運営方針及び管理業務等の範囲

(1) 施設の管理運営方針

桜山森林公園は、その設置目的に基づき、以下の方針のもとに施設の管理運営

を行います。

① 設置目的を達成するために施設の効率的かつ効果的な管理を行い、利用者の利

便性の向上及び管理経費の節減を図ります。

② 県民の保健及び休養に資する活動を促進するための事業を、最小の経費で最大の

効果が出るように実施します。

③ 利用者の意見を管理運営に反映させ、利便性の向上や事業内容の充実などの県民

サービスの向上を図ります。

(2) 指定管理者が行う業務の範囲

業務の範囲は、次に掲げる業務とします（詳細は別添仕様書を確認してください。）。

① 森林公園内における樹木及び施設の維持管理に関する業務



- 2 -

② 上記に掲げるもののほか、森林公園の管理に関する事務のうち、知事が別に定め

る業務

(3) 自主事業

自主事業は、指定管理者が自ら企画・立案する事業です｡

指定管理者は、桜山森林公園の設置目的に合致し、かつ管理業務の実施を妨げない範

囲において、自らの責任と費用により、自主事業を実施することができるものとします。

【留意事項】

① 指定管理者が、自主事業を実施する場合には、あらかじめ知事と協議し必要な許

可を得なければなりません。

② 自主事業に要する経費に群馬県が支払う管理に要する経費をあてることはできま

せん。

③ 自主事業の内容については、「別添様式２ 事業計画書」の３の（11）に指定管

理業務と区別して記載してください。

ただし、事業計画書において提案された自主事業の実施に当たっての可否につい

ては、知事と協定を締結する際にあらためて協議するものとします。

３ 管理の業務の成果目標

管理の業務の成果目標は、施設の年間利用者数が８９，０００人以上であることとし

ます。また、このほかにも適宜成果目標を設定し、事業計画書に記載してください。

４ 指定の期間

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日までとします。ただし、指定の期間中

であっても、施設の管理を継続することができないと認めるときは、指定を取り消すこ

とがあります。

５ 申請の方法

(1) 提出書類

指定管理者指定申請書（群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する

条例施行規則別記様式１→別添様式１）に、次に掲げる書類を添えて申請してくださ

い。

なお、審査の過程で追加資料の提出を求めることがありますので、あらかじめ御承

知おきください。

① 事業計画書（別添様式２）

事業計画書には、次の事項を記載してください。
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・団体に関する事項

・管理運営方針に関する事項

・実施計画に関する事項（自主事業に関する事項を含む）

・収支計画に関する事項

・管理運営体制に関する事項

② 事業計画書要旨（別添様式３）

事業計画書の内容を様式にまとめてください。

なお、事業計画書要旨は、申請受付期間終了後、群馬県ホームページで公表しま

す。

③ 労働保険に加入していることを証する書類

④ 社会保険に加入していることを証する書類

⑤ 就業規則の写し

⑥ 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用状況報告書の写し

⑦ 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障害者雇用納付金にかかる申告書の

写し及び納付書の写し（平成２４年度及び平成２３年度のもの）

(2) 提出方法

① 提出場所

前橋市大手町一丁目１番１号

群馬県環境森林部緑化推進課県営林係（群馬県庁１７階南側フロア）

② 提出方法

持参又は郵送（書留扱い）により提出してください。電子メールやファクシミリ

による提出は無効とします。

③ 提出部数

提出部数は、正１部、副１６部の計１７部とします。ただし、併せて申請書の内

容を電子データで提出する場合は、編綴済みの正１部、未編綴の副１部の計２部及

び印刷・複写が困難なリーフレット等資料１７部でよいものとします。

(3) 著作権の帰属等

① 提出された申請書類の著作権は、申請者に帰属します。

② 群馬県は、選定結果の公表などに際し必要な場合は、申請書類の内容を無償で使

用することができることとします。

③ 提出された書類は、群馬県情報公開条例により非公開とすべき部分を除き、公開

することがあります。

(4) その他

① 申請者名は、事業計画書要旨と合わせて、申請受付期間終了後に群馬県ホームペ

ージで公表します。
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② 提出された申請書類は、理由のいかんを問わず、返却いたしません。

また、申請書類の修正・再提出や申請の撤回は一切できません。

６ 申請受付期間

① 受 付 期 間：平成２５年８月１２日（月）から平成２５年８月２７日（火）まで

（土曜日及び日曜日は除く）

② 持参の場合：受付時間は午前８時３０分から午後５時１５分まで

③ 郵送の場合：平成２５年８月２７日（火）必着

７ 選定委員会の設置及び審査・選定

指定管理者の選定については、その選定過程や手続の透明性・公正性を高めていくた

め、外部の有識者で構成する群馬県環境森林部指定管理者選定委員会（以下「選定委員

会」という。）を設置し、総合的に審査・選定を行います。

審査は、書類審査による第１次審査と、申請団体によるプレゼンテーション及び申請

団体に対するヒアリングを踏まえた第２次審査を行います。

８ 選定の基準

選定委員会において、次の基準により審査の上、指定管理者の候補者に適すると判断

した場合に、その旨を群馬県に答申します。群馬県は、選定委員会の答申結果を基に候

補者を決定します。

【選定基準等】

採点
選定基準 審査項目 審査内容 配点

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

事業計画の内容が 県民の平等な ・施設の管理運営を行う

県民の平等な利用 利用の確保 上での基本的な考え方 ２０ ２０ １５ １０ ５ ０
を確保することが は適切か

できるものである ・県民に対し平等・公平

こと。 にサービスを提供する

ことができるか

事業計画の内容が サービスの提 ・サービス向上のための

当該施設の設置の 供内容 取組は妥当か ２５ ２５ １８ １３ ７ ０
目的を効果的かつ ・施設の設置目的に沿っ

効率的に達成する た事業計画内容となっ

ことができるもの ているか

であること。※１ ・効果的・効率的な工夫

がなされているか

・独自のざん新なアイデ

アが生かされているか

・施設や設備の維持管理

の取組は妥当か
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収支計画 ・収支の積算は妥当か

・収支計画と事業計画と

の整合性はとれている

か

経済性 ※２ ・経費の節減は図られて 指定管理料 指定管理料
－

いるか 上限額 提案額５ 配点×
指定管理料上限額×０.２

※ただし、配点を上限とする。

指定管理者の指定 管理運営体制 ・組織及び職員の勤務体

を受けようとする 制は妥当か ３０ ３０ ２０ １５ １０ ０
団体が事業計画に ・職員配置計画は妥当か

沿った管理を安定 ・責任の所在は明確とな

して行う能力を有 っているか

するものであるこ ・有資格者や経験者等の

と。 配置は妥当か

・外部委託の実施計画は

妥当か

・グループの場合の責任

や役割分担は妥当か

・障害者の雇用計画は妥

当か ※３

財務状況 ・団体の財務状況は健全

か

法令遵守等 ・法令違反の有無

・法令遵守及び団体（企

業）倫理への取組は妥

当か（倫理規程、公益

通報者保護制度の整備

状況等）

・労働保険や社会保険に

加入しているか

・障害者雇用への取組

その他施設の設置 利用者要望へ ・利用者等からの苦情・

目的を達成するた の対応 要望の把握及びそれら ２０ ２０ １５ １０ ５ ０
めに必要と認める への対応体制は妥当か

基準 ・トラブルの未然防止及 ※４

び発生時の対策は妥当 現指定管理者

か １０ １０ ７.５ ５ ２.５ ０
地域貢献 ・地域団体(住民)との連

携や地域貢献は十分か

環境問題への ・環境保全に対する取組

取組 は積極的か

防災対策及び ・防災対策及び緊急時の

緊急時の対応 対応策は妥当か

個人情報保護 ・個人情報保護の取組は

及び情報公開 妥当か

の取組 ・情報公開の取組は妥当

か

専門的知識 ・指定期間の当初から円 ※４

滑に業務を実施できる 現指定管理者は別項目として採点

知識等を有しているか 管理運営状況の評価結果に応じて

(例) １０ １０ ７.５ ５ ２.５ ０
・同種又は類似施設の
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適切な管理実績

・同種又は類似施設の

十分な実態調査・分

析

・有資格者・経験者の

確実な確保 など

採点は、四つの選定基準ごとに、各選定委員が次の基準によりＡ～Ｅの五段階で評価し、その評価を採点欄の

得点に換算して行います｡ 全委員の評点を平均したものを、その選定基準の得点として、四つの選定基準の合計

得点を算出します。

Ａ：特に優れている Ｂ：優れている Ｃ：普通 Ｄ：劣っている Ｅ：特に劣っている（基準を満たさない）

※１ 「事業計画の内容が当該施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること」

の選定基準の採点は、「サービスの提供内容」及び「収支計画」と「経済性」とに分けて行います。

※２ 「経済性」の採点は、指定管理料上限額の２割削減を配点の満点、上限額と同額を０点とし、提案額に応

じて点数化します。ただし、不当廉価防止のため、２割以上の削減であっても２割削減と同得点とします。

※３ 障害者雇用に関する事項（11ページ）の対象となる施設について、雇用計画等を審査します。

※４ 選定基準「その他施設の設置目的を達成するために必要と認める基準」の採点については、次のとおり行

います。

・六つの審査項目のうち、「専門的知識」を単独で配点（１０点）し、他の五つの審査項目（「利用者要望へ

の対応」～「個人情報保護及び情報公開の取組」）を合わせて１０点満点とします。

・「専門的知識」の採点は、管理運営状況の評価結果に応じて次の基準により採点します。

採点 評価委員会の総括評価 県の年度評価の総合評価

Ａ １０点 Ａ かつ 直近がＡ

Ｂ ７.５点 Ｂ以上 かつ 指定期間中すべてＢ以上

Ｃ ５点 Ｂ以上 かつ 直近がＢ

Ｄ ２.５点 Ｃ 又は 直近がＣ

Ｅ ０点 Ｄ 又は 直近がＤ

※ 管理運営状況の評価基準 Ａ：優良 Ｂ：良好 Ｃ：要努力 Ｄ：要改善

○障害者雇用率加算

障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく障害者雇用率（常用雇用労働者に占

める障害者の割合）の達成の程度に応じて上記の配点とは別に、次のとおり加点減

点項目・配点を定めるものとします。

なお、法定の障害者雇用率を達成していない申請者については、指定管理期間中

の達成に努めることとします。

１．障害者雇用率が2.0％以上2.3％未満の場合は3点の加算（障害者の雇用の促進

等に関する法律第43条第7項による障害者雇用状況の報告義務がある事業者以外

の場合は4点の加算）

２．障害者雇用率が2.3％以上の場合は4点の加算（障害者の雇用の促進等に関す

る法律第43条第7項による障害者雇用状況の報告義務がある事業者以外の場合は

5点の加算）

３ 過去2年分の障害者雇用納付金について、滞納があった場合は5点を減点する。

９ スケジュール

＜スケジュールの概要＞

項 目 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月
掲載貢
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選定要項配布 7 28 12

質 問 7 28 20

申請受付 4 12 27

ﾋｱﾘﾝｸﾞ等日程通知 7 下旬

ﾋｱﾘﾝｸﾞ 7

選定結果通知 7 中旬

(1) 選定要項の配布

① 配布期間 平成２５年６月２８日（金）から平成２５年７月１２日（金）まで

② 配布時間 ・ 下記配布場所では配布期間内（土曜日及び日曜日を除く）の午前

９時から午後５時１５分まで

・ 群馬県ホームページでは配布期間内の終日

※ 配布最終日（７月１２日（金））は午後４時をもって掲載を終

了します。

※ サーバの不調やメンテナンス等により、一時的に閲覧及びダウ

ンロードができなくなることがあります。

③ 配布場所 ・ 前記６(2)①の提出場所に同じ

・ 群馬県ホームページ（http://www.pref.gunma.jp）の次の場所か

らダウンロードが可能です。

トップページ＞ 県の政策・財政等＞行政改革・地方分権＞行政改

革＞指定管理者制度＞平成25年度に指定管理者の選定を行う施設

(2) 申請に関する質問

申請に関する質問は、原則として、質問票（別添様式４）により行ってください。

質問票は、後記12の連絡先までお送りください（メール可。平成２５年８月２０日（火）

まで）。回答は、メールで随時通知します。

(３) ヒアリング

申請団体については、申請内容等に関するヒアリングを実施します。日時・場所等

の詳細は、後日連絡します。

(4) 選定結果の通知

指定管理者の候補者の選定結果については、平成２５年１１月中旬までに通知しま

す。

(5) 選定結果の公表

指定管理者を選定した結果等については、群馬県ホームページで公表します。

(6) 指定管理者の指定
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指定管理者の指定については、平成２５年群馬県議会における議決を経て行うもの

とします。

1０ 管理費用等

(1) 群馬県が指定管理者に支払う管理費用（指定管理料）の総額

群馬県が指定期間中に支払う施設の管理に要する経費（以下「指定管理料」という。）

の総額は、次に示す額を上限とします。

指定管理料の額

１７，９０５千円以内（５年間の総額）

この上限額は予定金額であり、実際の上限額は、事業計画書の中で提案された額

を上限として、群馬県の予算の範囲内において協議により定める額とします（具体

的には、後記11(1)の基本協定で定めるものとします。）。また、各年度の指定管理

料は、各会計年度の群馬県の予算の範囲内において協議により定める額とします（具

体的には、後記11(1)の年度協定で定めるものとします。）。

(2) 管理費用の算出

管理費用の算出に当たっては、人件費、維持管理費、事務費、光熱水費、消耗品費、

修繕費、備品購入費、委託費、租税公課など、管理業務に必要な経費を計上し、提案

してください。

［参考］

管理物件等

管理物件等については、桜山森林公園管理物件一覧表及び桜山森林公園備品一覧表

のとおり

(3) 支払方法

指定管理料は、原則として、精算払いとなります。四半期ごとに前払金を請求する

ことも可能としますが、具体的には群馬県と指定管理者とが協議の上、年度ごとに締

結する協定で定めます。

(4) 管理費用の経理

管理費用の経理は、団体の他の事業に係る経理と明確に区分した上で群馬県の会計

年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに区分してください。他の事業との共

通経費がある場合は、あらかじめ適正な配賦基準を定めて計上してください。また、

自主事業を行う場合は、自主事業に係る経費を区分して経理してください。
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(5) 修繕費

１件３万円以内の施設、設備、備品の維持補修に係る修繕は、指定管理者の負担

で行っていただきますので、所要の経費を計上してください。

(6) 備品購入費

備品を購入する必要がある場合は、所要の経費を事業計画（管理費用の積算）に計

上してください。

このうち、群馬県が貸与した備品の経年劣化や毀損滅失等により、指定管理者が購

入又は調達する代替の備品の所有権は、群馬県に帰属します。

なお、計上していない備品を購入する際は、事前に群馬県と協議していただきます。

1１ その他の留意事項

(1) 協定に関する事項

指定管理者に指定された場合には、指定の期間を通じた「基本協定書」と「年度協

定書」を締結することになります。

【基本協定書】

基本協定書に定める主な事項は、次のとおり予定しています。

① 指定管理者が行う業務に関する事項

② 当該施設の管理費用等に関する事項

③ 自主事業に関する事項

④ 個人情報の保護に関する事項

⑤ その他必要な事項

・協定の目的

・指定の期間

・協定の適用関係

・区分経理

・文書の管理及び保存

・備品の取扱い

・秘密の保持

・月例報告書、事業報告書等の作成及び提出

・モニタリングの実施

・リスク分担

・委託の原則禁止

・権利義務の譲渡の禁止

・緊急時の対応
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・不可抗力による業務の免除

・指定の取消し

・指定管理者による協定解除の申出

・指定管理業務の引継ぎ

・自主事業

・運営協議会の設置

・原状回復義務

・損害賠償

・諸規則の整備及び提出（個人情報保護、情報公開、使用承認事務処理、緊急時

の連絡体制、省エネルギー関係法令に基づく管理標準等）

・暴力団等の排除（指定管理業務からの排除、利用からの排除）

【年度協定書】

年度協定書に定める主な事項は、次のとおり予定しています。

① 当該年度の業務内容（事業計画）

② 当該年度の管理費用に関する事項

③ その他必要な事項

なお、前記9(5)により指定管理者の指定を受けた者が正当な理由なく協定締結に応

じない場合は、指定管理者の指定の議決後においても、当該指定を取り消す場合があ

ります。

また、協定締結までの間に次のいずれかの事項に該当することが判明した場合は、

指定管理者の指定を取り消し、協定を締結しないことがあります。

① 資金事情の悪化等により、適正な施設管理を継続することが確実でないと認めら

れるとき

② 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認めら

れるとき

(2) 法令遵守に関する事項

指定管理者は、次に掲げる関連する法令等を遵守し、業務を遂行していただきます。

① 群馬県立森林公園の設置及び管理に関する条例

② 群馬県立森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則

③ 群馬県暴力団排除条例

④ 地方自治法その他行政関係法令

⑤ 労働基準法その他労働関係法令

⑥ エネルギーの使用の合理化に関する法律その他省エネルギー関係法令

⑦ 障害者の雇用の促進等に関する法律

⑧ その他の関係法令
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(3) 障害者の雇用に関する事項

① 5人以上の職員を雇用する施設については、次表のとおり施設自体での障害者雇

用に努めてください。

施設の従業員数 雇用する障害者数

5人～49人 0.5人以上

50人～74人 1人以上

75人～99人 1.5人以上

100人～124人 2人以上

125人～149人 2.5人以上

150人以上 3人以上

※ 短時間（週所定労働時間が20時間以上30時間未満）労働者は、1人を0.5人

としてカウント

※ 重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウント

ただし、短時間の重度身体障害者、重度知的障害者は1人としてカウント

② 指定管理者に指定された場合には、当該団体として、法定雇用率を満たすよう努

めてください。

(4) 損害賠償責任保険に関する事項

指定管理者としての注意義務を怠ったことなどにより、利用者や第三者に損害を与

えた場合の備えとして、指定管理者の負担において損害賠償責任保険に加入していた

だきます。

(5) 情報公開・個人情報保護に関する事項

① 情報公開に関する事項

指定管理者に指定された場合には、群馬県情報公開条例に基づき、桜山森林公園

の管理に関する範囲において、群馬県に準じる取扱いを定めた規程等を制定してい

ただきます。

② 個人情報保護に関する事項

指定管理者に指定された場合には、群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手

続等に関する条例並びに個人情報の保護に関する法律及び群馬県個人情報保護条例

に基づき、施設の管理に関し知り得た個人情報等の保護について適切な対応を図っ

ていただきます。

(6) 責任分担に関する事項

群馬県と指定管理者の責任分担については、協定書で定めることとしますが、群馬

県の基本的な考え方は概ね次のとおりです。
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項 目 指定管理者 群 馬 県 備 考

施設等の保守点検 ○

施設等の維持管理 ○

施設等に係る行政財産使用許可 ○

施設等の修繕（軽易なもの） ○ 3万円以下

施設等の修繕（上記以外） ○

施設等に係る各種保険加入 ※ ○ ○

包括的管理責任 ○

※火災保険及び管理賠償保険以外は指定管理者が加入

(7) モニタリングに関する事項

① 月例報告書の作成及び提出

毎月の利用実績など指定管理業務等の実施状況等を記載した月例報告書を毎月作

成し、当該月の翌月の１０日までに群馬県に提出していただきます。

② 利用者満足度調査の実施

利用者の意見や要望等を把握するため、毎年度、定期的に利用者満足度調査（利

用者アンケートなど）を実施し、その結果及び業務改善の状況等について群馬県に

報告していただきます。

③ 事業報告書の作成及び提出

管理の業務の実施状況及び利用状況等に関する事項を記載した事業報告書を毎年

度終了後６０日以内に群馬県に提出していただきます。

④ 財務諸表等経営の状況を示す書類の提出

指定管理者団体の事業会計年度決算ごと（中間決算を含む）に、財務諸表等経営

の状況を示す書類を提出していただきます。

⑤ 群馬県及び評価委員会による管理運営状況の確認調査及び評価

群馬県及び群馬県の委嘱を受けた評価委員会が定期的に行う管理運営状況の確認

調査に協力していただきます。

なお、群馬県及び評価委員会は年度ごとに管理運営状況を評価します。

⑥ 管理運営状況の公表

各施設について、別途群馬県が定める様式により、各年度の指定管理者の管理運

営状況を取りまとめ、群馬県のホームページで公表します。

(8) その他

① 申請に係る経費は、すべて申請者の負担とします。

② 次のいずれかに該当するときは、失格とします。

○申請書類に虚偽の記載があったとき。

○選定に関して選定委員と接触したとき。（申請前を含む。）
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○提出期限までに必要な書類が揃わなかったとき。

○その他不正な行為があったとき。

1２ 問い合わせ先

群馬県環境森林部緑化推進課県営林係

所在地：前橋市大手町一丁目１番１号 電 話：（０２７)２２６－３２７７

ＦＡＸ：(０２７)２２３－０４６３ メール：ryokukaka@pref.gunma.lg.jp


